
新規 

 

№5 事業名 除雪機緊急整備事業補助金 
補 正 

予算額 
20,000 千円 

 

１ 事業目的、趣旨等 

市内の区または地域コミュニティ組織が、共助により市道、生活道路等の除雪を行う

ために購入する除雪機について、その購入経費の一部を補助することにより緊急的に整

備を図り、もって地域の災害対応能力を高め、地域住民が安全に安心して暮らせるまち

づくりに資することを目的とする。（平成 24～27 年度に設けていた制度の復活） 

 

２ 事業概要 

⑴ 内  容 

ア 補助対象台数 

    単年度における 1 団体の台数は 1 台とする。 

    １団体の総補助対象台数は 2 台を限度とする。 

  イ 補助対象経費 

市道、生活道路等の除雪に必要な除雪機及びその付属部品の購入に要する経費 

  ウ 対象者 

    区または地域コミュニティ組織 

エ 補助率又は補助金の額 

除雪機１台につき補助対象経費の 2/3 以内を補助し、150 万円を限度とする。 

⑵ 事業期間 

平成 29～平成 31 年度の 3 年間 

⑶ 事業主体 

   豊岡市 

⑷ 今後のスケジュール 

   平成 29 年 6 月議会承認後ただちに行う。 

⑸ 全体事業費（見込み）                  （単位：千円） 

年 度 29 年度 30 年度 31 年度 合 計 

事業費 20,000 20,000 20,000 60,000 

 

３ その他参考事項 

除雪機械（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課名【建設課】（内線 2421） 

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式ﾛｰﾀﾘｰ除雪機 

 

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ 付属品(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ) 


